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（２）施策目標及び方策

５に掲げた施策群毎の方策及び定量的・定性的な施策目標は以下のとおりであ

る。

なお、施策目標は、すべての関係者による目標達成に向けた取組みの推進によっ

て達成されるものであるが、事業者毎に目標を定めようとする場合には、各事業者

の実情等によってはその速やかな達成が困難なものがある。その場合には、適宜中

間目標を設定して段階的に達成するものとする。

ア．水道の運営基盤の強化に係る方策

図６－２ 水道の運営基盤の強化に係る方策

水道の現在及び将来の課題に的確に対応し、全ての国民に対し、適切な費用負担

のもとで安心・安定な水を持続的に供給し、サービス水準の向上を図るため、ハー

ド面中心の広域化のほかソフト統合等を含めた新たな概念の広域化の推進、水道法

適用外の水道と水道事業者等との管理面での積極的連携等により、水道全般の運営

基盤の強化を進めるとともに、集中と分散の最適配置による高効率・低コスト・低

環境負荷型水道への再構築、関係者の長所・専門的知見等を活用した多様な連携に

より、事業運営形態の最適化を実現していく。

また、信頼性の高い水道を次世代に継承していくため、近年の事業環境の変化を

踏まえた適切な料金設定、中長期的な財政収支を踏まえた適切な水道経営計画に基

づく計画的な施設更新等を進めていく。

達成すべき代表的な施策目標として、以下を掲げる。

・新広域化人口率（ソフト統合等の新たな概念による広域化を含めた広域化人口

の割合 （現況66％（施設の共同化を除く ）を100％とする。） ）

・給水カバー率（給水人口及び水道事業者が給水区域内外の法適用外の小規模水

道などの技術的管理をソフト統合によりカバーしている人口の割合）を100％

とする。


